
 

 

第 1 回地域検討会（熊本県）での指摘事項に対する対応（案） 

 
(1)全体計画について 
1 【指摘】樋島海岸が指定されたことにより、漁民に何らかの規制がかかるのではないか。 

【対応】本調査では、指定されたモデル地域において、地域の関係者とともに効率的かつ効果的

な漂着ゴミの回収・処理方法について検討するものであり、法的な規制が導入されるも

のではない。 
 
(2)概況調査について 
  特になし 
 
(3) クリーンアップ調査及びフォローアップ調査 
2 【指摘】当該地域の一般廃棄物の処理は、2市 1町が負担金を出して運営する天草広域連合が行っ

ている。この事業で回収した海ゴミを町の一般廃棄物として処理した場合、ゴミの搬入

量に応じて 2年後に負担金が増えることになる。このような地域事情から国の事業によ
り町の負担が増えるのは困るので、できるだけ産業廃棄物として処分してほしい。また、

この事業で扱う一般廃棄物について地元自治体の負担が発生しない運用方法はないの

か。 
【対応】継続的な海ゴミ処理方策を考えるにあたり、熊本県、上天草市、苓北町に協力いただき

たい。 
3 【指摘】この事業は 2年間で終了とのことであるが、その後も同様の事業を継続するつもりはあ

るか。 
【対応】2年間の調査において、地元の活動に役立つような情報提供をできるようにしていく。 

 
 
(4)その他の調査について 
  特になし 
 
(5)全体を通じての質疑応答 
  特になし 
 

以 上 
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